
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年５月２５日 ０３時２０分ごろ 

発生場所 鹿児島県屋久島
や く し ま

町口
くちの

永
え

良部
ら ぶ

島南方沖 

口永良部港防波堤灯台から真方位１７３°２,９００ｍ付近 

 （概位 北緯３０°２５.９′ 東経１３０°１１.８′） 

事故の概要 漁船第五福徳
ふくとく

丸は、漂流中、風潮流に圧流され、浅所に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成２８年５月２６日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五福徳丸、９.５１トン 

 ＫＧ２－４５５２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷中央部船底外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 不良 

海象：波高 約１ｍ 潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１３０cm 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、口永良部島南西方の漁場に向けて

口永良部漁港を出港して南西進中、主機クラッチが不調となり、漂流

状態となった。 

本船は、船長が、主機クラッチに潤滑油を補給していたところ、西

からの風潮流により圧流され、口永良部島南方の浅所に乗り揚げた。 

本船は、自力で離礁し、来援した救援船にえい
．．

航されて口永良部漁

港に入港した。 

分析  本船は、主機クラッチが不調となり、漂流状態となったことから、

風潮流に圧流されて、口永良部島南方の浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

原因 本事故は、本船が、主機クラッチが不調となり、漂流状態となった

ため、風潮流に圧流されて口永良部島南方の浅所に乗り揚げたものと

考えられる。  


